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（開  会  午 前 ９時 ３０分） 

●西嶋議長 

 おはようございます。 

全議員出席であります。 

ただ今から、令和元年美郷町議会第３回臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配付してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、美郷町議会会議規則第１２７条の規定により、６番・藤原議員、７番・

山本議員を指名いたします。 

（７番は岩根議員ですとの声） 

●西嶋議長 

失礼いたしました。 

６番・藤原議員、７番・岩根議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、本臨時会の会期は本日１日限りとすることに決しました。 

日程第３、行政報告を議題といたします。 

町長から行政報告の申し出がありましたので、これを受けたいと思います。 

●西嶋議長 

 番外、町長。 

●嘉戸町長 

 皆さんおはようございます。 

ただ今、議長のお許しをいただきましたので、最近の行政の大きな動きなど、７点をご報

告いたします。１点目に、麻布大学との包括的連携協定の締結について申し上げます。３月

２７日に神奈川県相模原市にある麻布大学と鳥獣害対策、活用、教育研究等に関する協定を

締結しました。締結式では、麻布大学から学長と地域連携センター長にご出席いただきまし

た。美郷町と麻布大学は、平成１１年から鳥獣害対策を通じた交流を深めてきており、この

たびの協定締結に至りました。大学は、町を研究フィールドとして、獣害対策等の調査研究

や教育の場とし、町はその研究結果などを活用していくことになります。また、町は麻布大

学ＯＢで客員教授を努め、農研機構西日本農業研究センター鳥獣害対策技術グループの江

口祐輔グループ長や同大学の田中智夫名誉教授を通じて、研究や学生の受け入れ体制づく
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りも進めてまいります。美郷町としては、大学との初めての協定締結であり、山くじらの取

り組みに関する産官学民の連携のうち、学の連携の第１号となります。 

２点目に、タイガー株式会社との山くじらブランド包括的連携協定の締結について申し

上げます。本日午後に、美郷町と大阪府吹田市に本社をおく、鳥獣害防止機器メーカーのタ

イガー株式会社と山くじらブランド包括的連携に関する協定の締結式を行います。締結式

には、地域、商工会、森林組合など町内の関係者、町とタイガー株式会社の両社と縁がある

農研機構、西日本農業研究センターから出席される予定です。美郷町とタイガー株式会社は、

平成１９年から農研機構西日本農業研究センターを通じて、鳥獣害対策で関わりを深めて

きており、この度の協定締結に至りました。美郷町は、社員研修の受け入れや商品開発、実

証試験の場を提供して、タイガー株式会社が社是とされて提唱されています収穫支援企業

実現のための環境づくりに努め、タイガー株式会社は町をフィ―ルドとして、総合的な鳥獣

対策の知見や技術力を発揮して町の鳥獣害被害対策に貢献していただきます。また、明日５

月１０日には、タイガー株式会社による鳥獣害対策研修会をみさと館と大和事務所の２会

場で行います。この協定による企業誘致は、私の就任後の企業誘致第２号となります。先の

テザック株式会社や麻布大学など、研究機関、大学、企業と連携して、山くじらの取り組み

を発展させ、関係人口の増加、産業、地域の活性化に取り組んでいきたいと考えています。 

３点目に、おおち山くじらエンブレムの作成について申し上げます。町内の山くじら取り

扱いの飲食店は、従来の３件から６件に増え、メニュー開発にも取り組んでおられます。ま

た、みさと市やグリーンロードだいわでは、精肉加工品も販売されております。取扱店やそ

の取り組みを知っていただき、後押しをするために、お店に掲示できるおおち山くじら取扱

い加盟店のエンブレムを作成し、贈呈することとしました。エンブレムは、タブレットに配

信しておりますのでご覧ください。このエンブレムのロゴは、連携協定を締結しました麻布

大学の加瀬ちひろ講師と江口祐輔客員教授に作成いただいております。 

４点目に、公立鳥取環境大学気象学研究室と株式会社テクノシステムとの包括連携協定

について申し上げます。４月２４日に美郷町、公立鳥取環境大学気象学研究室、株式会社テ

クノシステムの３者による包括的連携に関する協定の締結式を行いました。この協定の目

的の１つは、野間や田之原で見ることができる雲海を観光コンテンツとして活用するため、

雲海の発生を事前に予測する雲海予報をシステム化することにあります。防災対策として、

町内７カ所に設置されている高密度気象観測システムポテカのデータを活用して、雲海予

報の研究を行います。また、町を学生のフィールドワークの場とすることで、関係人口、交

流人口の拡大も見込まれます。雲海が発生する湿度などの気象条件は、美肌にも深く関係し

ているとのことであり、美肌をキーワードとした美肌県、美肌町の取り組みにも繋げたいと

考えています。 

５点目に、インドネシアバリ島マス村視察団の来町について申し上げます。５月２７日か

ら２９日の３日間、マス村のユダ村長をはじめとするマス村視察団が来町されることとな

りました。来町されて、ごみ処理施設、農業施設大和中学校を視察されます。２７日は粕渕
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地域の方、邑智中学校ブラスバンド部などによるお出迎え、そして関係者、来賓を迎えての

歓迎式を予定しています。議員の皆様にはご多忙のところ恐縮ですが、ご御案内を申し上げ

ておりますので、ぜひ、ご出席いただきたいと思います。１月に美郷町がマス村を訪問した

際は、マス村の皆様から熱い歓迎を受けております。この視察がマス村にとって有意義なも

のとなり、さらに友好と交流が深まっていくために、町を挙げて歓迎したいと考えておりま

す。また、今年のクールビズでは、この交流発展の機運づくりのため、インドネシア伝統の

布地のバティックシャツを着用いたします。着用推奨日は、金曜日としています。ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

６点目に、カープ巨人戦での美郷町ＰＲ活動について申し上げます。５月４日の広島はマ

ツダスタジアムでのカープ巨人戦で、美郷町のＰＲ活動「わが町魅力発信隊」を行いました。

町からは、議員の皆様をはじめ３７人の方にご参加いただき、広島美郷会や己斐の方々など

もご参加いただきました。会場では美郷町のチラシやうちわなど２０００セットを来場者

の方へお渡しして、おおち山くじらのカレー、ステーキなどを販売しました。また、球場の

大型ビジョンでは、おおち山くじらのＰＲ動画を流しました。会場のあちこちで美郷町の声

が聞こえ、ＰＲ動画が流れた後には、ステーキブースにも行列ができるなど、効果的なＰＲ

ができたと思っております。球場で流しましたおおち山くじらのＰＲ動画は、タブレットに

配信していますのでご覧ください。今後も効果的な美郷町のＰＲ活動を心がけてまいりま

す。 

７点目は、ゴールデンユートピアおおちの新支配人について申し上げます。５月８日付け

で小田幸雄氏を新支配人に選任いたしました。小田氏は比敷の出身で、金融機関に長年勤務

されてきて、マネジメントの知識、経験が豊富な方です。ゴールデンユートピアおおちの効

果的、効率的な運営にお力を発揮していただけるものと期待しております。 

以上で行政報告を終わらせていただきます。 

●西嶋議長 

 日程第４、報告事項を議題といたします。 

報告第１号から報告第３号までの３件について、順次説明を求めます。 

●西嶋議長 

 会計課長。 

●井上会計課長 

 それでは報告第１号、美郷町一般会計繰越明許費について、ご説明を差し上げます。先の

定例会において、翌年度の繰越見込みを４億８０８６万４０００円として、ご承認いただき

ました２１の事案について、以後精査した上で繰越計算書として報告させていただくもの

です。最終的な事案は、一次案追加、二次案は、繰越額の不足による追加のものです。一次

案追加は、お手元の資料で繰越明許計算書にあります、款２総務費、項１総務管理費、ゴー

ルデンユートピアおおち高圧気中開閉器等取替修繕事業です。理由としましては、ゴールデ

ンユートピアおおちの高圧気中開閉器などの電気設備の更改を休館日に予定しておりまし
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たが、３月いずれも休館日に雨天が続き工事が実施できず、年度内の設備更改が困難である

というふうな不測の状態から繰越事案に追加させていただきました。そしてまた次の繰越

額の不足のものでございますが、款１１災害復旧費、項１農業水産施設災害復旧費になりま

す。現年度農業災害復旧事業及び現年農業施設災害復旧事業でございます。提案理由の変更

はありませんが、財源構成を生じたため、現年農業災害復旧事業費に６３３万５０００円と、

現年農業施設災害復旧事業費は、３３１万８０００円を加えるものです。他の事案について

は、いずれも見込み額の範囲内での繰越額とさせていただいております。これをもって総計

は、４億４２２２万５２４７円とさせていただきました。以上、報告第１号について説明を

させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました報告第２号、平成３０年度美郷町簡易水道事業特別会計繰越明許費

についてご説明をいたします。款１上水道費、項１簡易水道事業費、上下水道料金システム

更新業務でございます。こちらにつきましては、年度末決算処理にですね、こちらの処理が

確実に行えるよう確認が必要となったため、６月末までの繰越を考えております。繰越額に

つきましては、１２１８万円となっております。 

続きまして、報告第３号、平成３０年度美郷町下水道事業特別会計繰越明許費についてで

ございます。こちらにつきまして、款１下水道費、項１公共下水道費から、項５個別排水処

理施設事業費、こちらからの合計７８０万。こちらにつきましても簡易水道と同じ上下水道

料金システム更新業務でございます。こちらにつきましても同じ決算処理、こちらの確認と

いうことで繰越をさせていただくものでございます。款５災害復旧費、項２農業集落排水施

設災害復旧費でございます。こちら乙原の処理場の災害復旧費ということでございまして、

７５９万２４００円、こちらの方を翌年度に繰り越すものでございます。事業完了の方は５

月末を予定をしております。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 報告事項の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

初めに、報告第１号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので報告第１号の質疑を終わります。 

続きまして、報告第２号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 
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●西嶋議長 

 ないようですので、報告第２号の質疑を終わります。 

続きまして、報告第３号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第３号の質疑を終わります。 

以上で報告事項に対する質疑を終わります。 

日程第５、議案の上程、説明、質疑、討論及び表決を議題といたします。 

本臨時会に提案を受けております議案は、条例案１件、一般事件案４件の計５件でありま

す。 

議案第３６号から議案第４０号までの５議案を一括上程いたします。 

それでは、議案第３６号から順次提案理由の説明を求めます。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 それでは、上程いただきました議案第３６号、美郷町税条例の一部を改正する条例の制定

につきましてご説明いたします。まず改正の理由でございます。地方税法及び地方税法施行

例の一部を改正する法律が、平成３１年３月３１日に公布され、関連します美郷町税条例の

改正が必要となることから、６月１日施行分に係ります町税条例について、規定の整備を行

うものでございます。平成３１年度の税制改正におきましては、現下の社会経済情勢等を踏

まえ、経済の好循環をより確かなものとし、地方創生を推進する等の観点から、各税目にお

きまして多岐にわたって改正が行われております。町税におきましても、これらに対応すべ

き改正を行うところでございます。なお、後ほど一般事件案として専決処分によります町税

条例等の一部改正について上程がなされましたら、ご説明させていただく予定としており

ますが、それぞれの施行期日につきましては専決処分のものが先行改正となりますので、そ

の点につきましてはご承知おきいただきたいと思います。具体的な改正の内容等につきま

しては、新旧対照表で説明をさせていただければと思いますけれども、上位法の改正に伴う

引用条項等の整備につきましては、説明を省略をさせていただきまして、主な改正点のみ説

明をさせていただきたいと、そのように思いますので、よろしくお願いをいたします。それ

では新旧対照表１ページをお願いをいたします。第３４条の７でございます。寄附金控除の

内容となっております。条例改正の内容をご説明いたします前に、令和元年６月１日施行予

定のふるさと納税制度の改正概要を申し上げたいというふうに思います。本日付けの山陰

中央新報の１面の方でも掲載をされておりました。ふるさと納税４市町除外という内容に

なっております。６月新制度税優遇なしという見出しで、１面に上がっております。正にこ

れからご説明を差し上げます内容というのは、このふるさと納税に係る部分でございます。
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新聞記事等でもございますが、今回の改正内容等をいたしましては、総務大臣が、基準に適

合します市町村等をふるさと納税、いわゆる特例控除の対象として指定することとなって

おります。その基準につきましては、まず１つに寄附金の募集を適正に実施する団体である

ということ、２つに返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を３割以下とし、且つ返

礼品を地場産品にすることとされたところでございます。そこで、これらの制度見直しにあ

たり、寄附金控除に係ります特例控除、いわゆるふるさと納税の措置対象を特例控除対象寄

附金とするよう改正したものでございます。続いて、附則第７条の４でございます。寄附金

税額控除におけます特例控除の特例でございます。こちらは、法第３１４条の７の改正に伴

う規定の整備となっております。続きまして、新旧対照表の２ページの方をお願いをいたし

ます。附則第９条は、個人の町民税の寄附金税額控除に係ります申告の特例等でございます。

これは、寄附金税額控除を受けるためには、原則確定申告を行う必要がございますが、申告

特例の対象、いわゆる確定申告を不用にすることとし、ワンストップ特例制度を設けたこと

によりますこの特例控除対象寄附金とすることの規定の整備を行ったものでございます。 

続きまして、新旧対照表の３ページの方をお願いをいたします。附則第９条の２では、特

例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が送付された時に、この通知書は市町の方が送

付することになっておりますが、この特例通知書を送付された時に、申告特例控除額の適用

がなされるものとしたところでございます。以上が、新旧対照表での説明となります。続き

まして、改正条例附則の説明をさせていただきます。本文の改め文３ページの方をさかのぼ

ってお開きをいただければと思います。附則第 1 条で、この条例は令和元年６月１日から

施行するものとしております。その次の附則第２条につきましては、町民税におけます経過

措置等を規定をしております。詳細な説明は省略をさせていただければと思います。以上で

議案第３６号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどをお願いをいたします。 

続きまして、議案第３７号でございます。上程いただきました議案第３７号、専決処分の

承認を求めることについてご説明をさせていただきます。専決処分の理由でございますが、

地方税法及び地方税法施行例の一部を改正する法律が平成３１年３月３１日交付され、そ

の一部が４月１日に施行されるものであったことから、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づきまして、関連いたします美郷税町条例等につきまして専決処分を行ったもので

ございます。平成３１年度の地方税制改正の概要につきましては、議案第３６号において説

明をさせていただきましたので、こちらでは省略をさせていただければと思います。先ほど

の議案第３６号では、令和元年６月１日の改正施行分についてご説明をさせていただきま

したが、ここでは、本年４月１日施行分についてのみ専決処分をさせていただいたところで

ございます。また、この改正条例は３条構成となっておるところでございます。具体的な改

正の内容等につきましては、新旧対照表の方で説明をさせていただければと思いますけれ

ども、大変複雑になっておりますので、先ほどの税条例の一部改正同様、上位法の改正に伴

います引用条項の改正などにつきましては、説明を省略をさせていただき、できるだけ簡潔

に説明をさせていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは、新
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旧対照表１ページをお願いをいたします。附則第７条の３の２でございます。ここでは、個

人の町民税の住宅借入金等特別税額控除について規定をしております。現行の住宅ローン

減税につきましては、控除期間を３年間延長することとし、１３年間控除期間を設定したも

のでございます。具体的に申し上げますと、延長された控除期間におきまして、所得税から

控除しきれない額につきまして、現行制度と同じく控除限度額の範囲内において、個人住民

税から控除することができるものとなっております。２ページをお願いをいたします。附則

第１０条の２、こちらは固定資産税の我が町特例割合を規定しているものでございます。地

方税法の方で項ずれが生じておりますので、それに合わせて整備を行っておるところでご

ざいます。３ページまでつながっておるところでございますが、特に我が町特例の中で申し

上げますと、再生可能エネルギー発電設備に係るもの等を、先般、条例改正をいたしておる

ところでございます。そういった再生可能エネルギー等それぞれの出力に応じた課税標準

の特例を規定してございます。続きまして、３ページをお願いをいたします。附則第１０条

の３でございます。新築住宅の固定資産税の減額申請についての規定でございます。第６項

を加えるということとしておりますが、この追加内容といたしましては、近年相次ぎます豪

雨被害等を軽減抑止する喫緊の課題に対しまして、高規格堤防等の整備を行う際、建替え家

屋に係ります税額措置として、居住部分に係る税額を最初の５年間３分の２減額する、そう

いった内容となっております。以下、同附則におきましては、項ずれが生じてきておるとこ

ろでございます。続きまして、５ページの方をお願いをいたします。５ページの方では、附

則第１６条でございます。これは軽自動車税の税率の特例についての規定となっておりま

す。第２項から第４項、それぞれ削除し、第２項において電気自動車天然ガス自動車等につ

いては、軽減割合を７５％とする規定としたものでございます。続きます第３項及び第４項

は、２０２０年度燃費基準に対する達成度割合によるものを規定しておりまして、それぞれ

５０％と２５％軽減の内容となっておるところでございます。こちらにつきましては、新旧

対照表で申し上げますと、１０ページから１１ページにかけまして、その税率表を掲げてお

るところでございます。続きまして、１２ページをお願いをいたします。こちらが改正条例

第２条関係でございます。まず軽自動車税の環境性能割の税率の特例についての規定でご

ざいます。第１条におきましては、法附則第１５条の６、第２項におきまして全項でありま

す第１項に合わせた規定適用期間につきまして、当分の間を加えております。続く第２条、

法附則第１６条第１項でございます。軽自動車税の種別割の税率の特例についての規定と

なっております。新車として最初に新規検査を受けた年月によって、適応される税率が異な

っておりまして、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、重課税率の適用につい

て、改正をする内容となっております。続きまして１３ページをお願いをいたします。改正

条例第３条関係でございます。１３ページから１４ページにかけまして、法第４８条に第１

３項から第１７項までを加えております。この内容といたしましては、平成３０年度税制改

正におきまして、経済社会のＩＣ化等を踏まえ、コスト削減や企業の生産性向上を推進する

観点から、大法人について電子申告を義務化することとされたところです。ただ、一方申告
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者の電子的提出の義務、創設に当たっては、インターネット障害や災害等によりまして、申

告書等の電子的方法による提出が困難な場合にｅＬＴＡＸやｅＴＡＸしといった電子的提

出の義務を解除する、そういった措置を講ずることとしたものでございます。以上で、新旧

対照表での説明を終わります。また本文の改め文の方をお開きをいただきたいと思います。

改め文の７ページの方をお願いをいたしたいと思います。改め文７ページにおきましては、

この改正条例の附則を謳ってございます。第１条で、この条例は平成３１年４月１日から施

行するものとしております。第２条では、個人の町民税に関する経過措置を、第３条では軽

自動車税に関する経過措置をそれぞれ規定しております。なお、個別の説明は省略をさせて

いただきたいと思います。以上が議案第３７号でございます。ご審議のほどお願いをいたし

ます。 

続きまして、議案第３８号でございます。上程いただきました議案第３８号、専決処分の

承認を求めることについてご説明をいたします。専決処分の理由でございますが、地方税法

及び地方税法施行例の一部を改正する法律が、平成３１年３月３１日交付され、その一部が、

４月１日に施行されるものであったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、関連する美郷町国民健康保険税条例について、専決処分を行ったものでございます。そ

れでは、新旧対照表１ページをお願いをいたします。まず、第２条第２項、但し書き部分の

改正でございます。この第２条は、国民健康保険税の課税額についての規定でございます。

国民健康保険税の課税額につきましては、一定の上限を設定をしております。平成３１年度

におきましては、高齢化の進展等により、医療給付費等の増加が見込まれる中で、保険税の

負担公平性の確保及び低所得者層の負担軽減を図る観点から、基礎課税限度額を５８万円

から６１万円に３万円引き上げることとする改正でございます。なお、後期高齢者支援金等

課税額の上限１９万円、介護納付金等課税額上限１６万円につきましては据え置きとなっ

ております。次に、第２３条第１項でございます。こちらは、税額の減額措置に係ります軽

減判定所得について規定をしているものでございます。低所得者に対する保険税の負担を

軽減するため、所得に応じて応益部分、均等割と平等割でございます。こちらを７割、５割、

２割の一定割合で減額するものでございます。この度の改正では、５割軽減の対象となる世

帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を２７万５０００円から

２８万円に、そして２割軽減につきましては、５０万円から５１万円にそれぞれ引き上げる

内容となっております。附則でございますが、この条例は平成３１年４月１日から施行する

こととし、平成３１年度以降の年度分の国民健康保険税について適用するものでございま

す。以上が議案第３８号でございます。ご審議のほどをお願いをいたします。 

●西嶋議長 

 会計課長。 

●井上会計課長 

 上程いただきました議案第３９号による専決第１号、平成３０年度美郷町一般会計補正

予算第９号の説明をさしあげます。一般会計ではご承認をいただいております補正８号に
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対し、歳入歳出をそれぞれ３８万４０００円減額調整いたしまして、７１億８３７７万８０

００円とさせていただいております。歳入につきましては、歳入で確定いたしました地方譲

与税、各種交付金、特別交付税の増減、また町債の内、繰越事業の見込みを勘案した財源構

成を施したものなので、増額させていただきました。まず、５ページの繰越明許費でござい

ます。こちらは、先ほど報告事案で説明いたしました１事業の追加と、２事業の不足する事

業費の追加です。続いて、歳入を説明させていただきます。９ページをお願いします。款２

地方譲与税から１１ページの款１０、交通安全対策特別交付金まで、収入額の確定によりま

す補正でございまして、合計で４１３０万４０００円の増額でございます。そのうち１１ペ

ージをお願いします。１１ページの款９地方交付税、項１地方交付税、項１地方交付税でご

ざいます。こちらは２９９１万８０００円の見込みの増、３億２９９１万８０００円となり

ました。普通交付税と合わせた地方交付税は、３３億４８万９０００円となり、前年では３

３億８００６万円でございましたので、対前年比としましては、３．３％の減額となってお

ります。次に中段、款１３国庫支出金、項２国庫補助金、項８消防費補助金でございます。

こちらは美郷町消防団自動車分団格納庫に対する社会資本総合整備交付金の補助金の増に

よる補正でございます。続いて、少し飛びまして１２ページでございます。１２ページです。

款２０町債でございます。災害復旧事業債以外では、総体で１４００万の減額とさせていた

だきました。災害復旧事業費の繰越でもご説明しましたように、財源構成による２２２０万

を増額をさせていただいておるものでございます。続いて歳出につきましては、いずれも財

源構成のみとなっております。ちょっと戻っていただきまして、６ページをお願いします。

第２表、地方債の補正でございます。地方債の補正につきましては、内訳につきまして、少

し町債の方に戻って説明をしたいと思いますので、すいません。１２ページの方をお願いし

ます。主なものだけ説明を差しあげたいと思います。款２０町債、項１町債、目１総務債で

ございます。節の８地域拠点施設、こちら５００万を増額としております。小さな拠点整備

の事業費の確定、不足分の追加でございます。その下、９大和荘整備事業債、こちら合併特

例債を活用しておりまして、解体事業費の精査による不足分の追加で２２０万を計上して

おります。目３衛生費、節２じん芥処理対策事業債、こちらは過疎対策事業債を用いており

まして１０６０万を追加して計上しております。これは郡事務組合のごみ処理施設負担金

の増でございます。１３ページをお願いします。同じく町債でございますが、一番下の段で

す。目８災害復旧費でございます。こちら、先ほど繰越のところでご説明しましたように、

農林水産施設災害復旧費でございまして、事業費の精査に伴います増額５２０万でござい

ます。また、１４ページの方をお願いします。１４ページ、節２公共土木災害復旧費、こち

ら事業費の精査に伴いまして、１７００万の町債としての追加をさせていただいておりま

す。こちらの部分を整理しました第３表の地方債でございます。総額がですね、起債の総額

は２０８０万増額をさせていただき、１０億９８６０万で計上させていただきました。起債

の方法、利率、償還の方法については変更はございません。以上で説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 
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●西嶋議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第４０号、財産の取得についてご説明をいたします。取得する財

産は除雪ドーザ２台、取得金額は２１６４万７８４０円です。内容につきましては、平成３

１年４月２６日に指名競争入札を行いまして、指名業者は５社、入札参加者の方は、ロジス

ネクストユニキャリア株会社中国支社山陰支店、株式会社原商、日本キャタピラー合同会社

島根営業所、小松山陰株式会社出雲支店、オーケーリース株式会社大田営業所、以上、５社

でございます。落札者はオーケーリース株式会社大田営業所所長中島嵩敏で、落札金額は税

込みの２１６４万７８４０円ございます。内訳といたしましては、除雪装置等を含みます車

両価格２台分が１９５０万円、消費税はこちら消費税改正に伴う取り扱いの通知が参って

おりまして、１０月１日以降の引き渡しということで、当初から１０％を計上しておりまし

て、１９５万円、検査登録、保険等の諸経費が１９万７８４０円となっております。仮契約

は平成３１年４月２６日に締結をいたしております。納期限は本件議決日の翌日から起算

いたしまして、２２５日目に当たります令和元年１２月２０日までとするものでございま

す。除雪ドーザにつきましては、日立建機株式会社製ホイルローダー５トン級と８トン級の

２台でございます。以上が議案第４０号でございます。よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

はじめに、議案第３６号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第３６号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第３７号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第３７号の質疑終わります。 

続きまして議案第３８号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

 

●中原議員 
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 国保の問題、これまでも取り上げさしていただいてきましたが、特に美郷町はですね、所

得の水準が低いと。これはあれですね、やっぱり国保の加入者に年金生活をしておられる方

の比率が非常に高いということがその原因だろうと思いますが、いずれにしても県下で１

番低い所得水準になっております。そういう点で、ここの減免制度をというのは大変不十分

なものですけども、それなりの役割を果たしてきたと思っております。それから、ここでの

質疑など通しましても、減免制度が３段階に渡ってあるということがですね、１つの解決策

ではないんですけども、緩和策になっているというふうなお答えもいただいているんです

が、今度ここの特に国民健康保険税の減額に関するところの改訂はですね、そこのところに

手を入れることになっているわけですけども、これは先ほど説明ちょっと聞き落としたの

かも分かりませんけども、国の改定によることが原因、原因っていうのかな。それに基づい

て改定されるということでよろしいんでしょうか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 中原議員お尋ね軽減判定所得の見直しでございます。こちらの軽減判定の見直しにつき

ましては、国の改正によりまして、そちらを美郷町の国民健康保険税条例の方の一部改正と

して上程をさせていただいたところでございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 ２番です。私以前ですね、お聞きした時に美郷町の場合、加入者の所得の状況でいいます

と、全国平均ではですね、所得なしの方は２８．４％なんですが、本町美郷町においては４

６．１６％になってると。倍までいかないんですが、倍近い。それから１００万円未満の所

得の方が全国平均は２８．７％ですが、美郷町では実に７９．３７％になってるということ

で、美郷町のこの国保加入者のですね、所得状況が大変厳しいものだというふうに、私は認

識しているんですが、このことには、多少数字が動いてるかと思うんですけども、現在の状

況なんかを含めて、私の認識に違いはないでしょうか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 中原議員のお尋ねの、美郷町の国民健康保険被保険者の皆様方に係ります所得状況でご

ざいます。今年度分につきましては、６月１日に住民税の課税をさせていただくこととして

おりますので、その時点で３１年度分の住民の皆様方の所得が確定をすることとなります。

その中で、また詳細に国民健康保険の被保険者の皆様方の分析をしなければならないとい

うふうに私自身も考えておるところでございます。ただ、今日までの所得状況、先ほど議員

の方からは、全国との対比、比較の中で具体的な数字を持ちましてお示しをいただいたとこ
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ろでございますが、何分にも、６月１日以降のところになりませんと、具体的な数字等申し

上げることができませんので、ここの答弁では、失礼ながらお答えをすることができません

けれども、ただ状況としてはそう大きな変化がない中で、３１年度分の確定を待つところで

はなかろうかなというふうに認識はしております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 今回の提案をされておりますこの減額のですね、に係る基準額っていうんでしょうかね、

ここの変更に伴って、正確には難しいと思うんですが、影響を受ける方がですね、どのくら

い出るというふうに見込んでおられますか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 中原議員のお尋ねの件でございます。今回の基準額、この軽減判定低所得の見直しによっ

て、どれだけの被保険者世帯等において、保険税額がその２割、５割の軽減対象となるのか

というところでございます。あくまでも３０年度の状況でのご回答ということになるわけ

なんですけれども、５割軽減、２割軽減の関係でございますが、割合的には２割軽減の該当

になられる世帯が、本町の場合には多くなってくる見込みとしております。ただ５割軽減に

つきましては、資産上ではそう件数が生じてきておらないという状況になっております。ま

たこちらにつきましても、具体的な件数等につきましては、申し上げございません。今、手

元の方に資料を持ち合わせておりませんので、お答えは控えさせていただければと思いま

すけれども、状況といたしましては、あくまでも３０年度の賦課状況との比較の中で申し上

げますと、５割軽減よりは２割軽減の対象となられる世帯の方が美郷町の場合では多くな

って、且つ５割軽減対象になられる世帯は、実際のところ、そう増加しないのではなかろう

かという見込みをしておるところでございます。 

●西嶋議長 

２番、中原議員。 

●中原議員 

 ２番です。５割軽減の方については、当面ですね、今度の改定によって軽減を受ける方の

数が減るというようなことは考えられないと。しかし、２割軽減については数は未定だけど

も、若干それは減る可能性があると、こういうふうに認識してよろしいでしょうか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 まず、このたびの改正によりまして、軽減対象となられる２割５割の軽減対象となられる

被保険者の数が、まず増加してまいるというお話しになります。で、その中で制度が５割軽
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減の場合は判定所得が５０００円上がり、そして、２割軽減につきましては１万円上がるこ

とになっておりますので、その判定所得が５０００円、１万円上がることによって、従来の

２割、５割の軽減の判定を受けていらっしゃった世帯に、あとどれだけの世帯が上乗せにな

るのかという見込みの先ほどご回答でございます。ですので、従来からある２割と５割の軽

減対象世帯がおありで、その中で、この度の３１年４月１日以降施行分に係ります３１年度

分の国民健康保険税の２割５割軽減の対象世帯というのが、後どれだけ増加してまいるの

かという見込みの中で、美郷町の場合では２割軽減の対象の方の増加割合の方が、５割軽減

の増加割合よりも多くなると見込みを現時点では立てておるというところでございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 それでは、ちょっと視点を変えますが、現在、全国的にはですね、国保料の滞納世帯とい

うのが１５％近くになってるという数字が、４月の調査でしたかね、国の方で発表されてお

りますが、美郷町の場合、この滞納世帯ですね、これが現状でどのぐらいなっているのか。

これはここ２、３年のデータでですね、増える傾向にあるのかどうか、その傾向と数字がも

し分かりましたら。 

●西嶋議長 

 中原議員、これ専決の問題ですんで、ちょっと視点が違うんじゃないかと思うんですが、

ちょっと方向変えていただいてやっていただきたいと思いますんで。 

●中原議員 

 分かりました。 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第３８号の質疑を終わります。 

続きまして議案第３９号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第３９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第４０号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第４０号の質疑を終わります。 
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以上で議案質疑を終わります。 

次に、議案第３６号から議案第４０号までの議案５件について、一括して討論に入ります。

討論のある方は議案番号を示してからお願いします。 

反対討論はありませんか。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 簡単にいたしますけども、３８号、先ほど質問さしていただいておりましたが、これにつ

いて、私の見解を述べさしていただきたいと思っております。先ほどもちょっと触れました

けども、現在、国保加入者の内ですね、納入することができなくて、滞納する世帯が全国的

にも増えております。おそらく美郷町でもそんなに多くはないと思いますが、少しずつ増え

てるんじゃないかというふうに思っているんですけども、そういう中ではですね、これは前

もご答弁いただいたんですが、やっぱり払えないから払わないっていう人が多いわけで、意

図的にですね、この滞納するという方は、ほとんどおられないというふうに思っております。

そういう中では、しかも美郷町の場合は所得水準が低いためにですね、所得に占める保険料

の割合が非常に高いと。これは多分、今でも県下１だと思いますが、去年のここでの改定に

よってですね、大体２０％を超える負担率があったのが、１８％程度まで下がってきてると

思います。それは大変なご努力をいただいたというふうに思って、私も高く評価していると

ころですけども、しかしそれでもまだ、たぶん美郷町の負担率というのは、県下で最も高い

んじゃないかというふうに思っております。そういう状況の中では、色んな形でですね、減

免制度を増やしていくということが大事で、私が提案してきましたのは、子どもさんに係る

国保料ですね、この部分はやっぱり対象から外すべきではないかということなども提案し

てきました。それは子どもさんが多ければ多いほど払う保険料の額が増えてくると。こうい

ったことは、子育て５星の町美郷町にですね、やっぱりふさわしくないというふうに思って

おりますので、ここはぜひ全国的な問題とか、今、都道府県下されたということの中でです

ね、色んな制約はあると思いますが、頑張って減免の方向にですね、目指していただきたい

というふうに思ってるんですが、今回の措置で、ちょっと私の認識が違うのかも分かりませ

んけども、減額の制度がですね、一層狭まるのではないかという感じを受けておりますので、

国の改定の問題だとか、それから都道府県下の中にあるという条件はあるとしてもですね、

今回のこの改訂についてですね、私としては賛成できないということを表明さしていただ

きたいと思います。以上でございます。 

●西嶋議長 

 他に、賛成討論はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 再度、反対討論はございませんか。 
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（なしの声） 

●西嶋議長 

 賛成討論はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 これより採決に入ります。 

お諮りします。 

はじめに、議案第３６号、美郷町税条例の一部を改正する条例の制定について原案のとお

り決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●西嶋議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案どおり可決されました。 

続きまして議案第３７号、専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●西嶋議長 

 挙手全員であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第３８号、専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

●西嶋議長 

 挙手多数であります。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第３９号専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●西嶋議長 

 挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第４０号、財産の取得について原案のとおり決することに賛成の議員の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●西嶋議長 

 挙手全員であります。 
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よって本案は原案のとおり可決されました。 

以上で本臨時会に付議されました案件はすべて議了いたしました。 

これをもちまして、本日の会議を閉じると共に令和元年美郷町議会第３回臨時会を閉会

いたします。 

ご苦労さまでした。      

（閉  会  午  前  １０時 ３５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


